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序　　　文

本書の前身は，栄養士・管理栄養士教育を柱とした 2004 年刊行の『N ブックス 健康管
理論』（苫米地孝之助 編著）および，2014 年刊行の同書の改訂版（苫米地孝之助 監修・宮城

重二 編著）である。その初版から 20 年，改訂からもさらに 10 年を数え，その間，健康管
理に関わる栄養・保健・医療・福祉に関連する情勢は日本国内および世界レベルにおいて
も変化し，それに伴い健康管理学は学問としても著しく進歩した。対象となる人々の健康
管理に関わる職種としての医師，看護師・保健師，管理栄養士（栄養士）・理学療法士等
の医療保健分野に加え，スポーツや身体活動分野の指導者育成と医療保健分野の職種との
連携が重要になってきている。そこで本書は，『栄養・スポーツ・保健分野のための 健康
管理概論』と題し，内容を一新するとともに，各分野において，実践と研究を行うととも
にそれらの人材の育成に携わる 10 名の専門家に執筆を依頼した。統計情報や法令に関し
て全面的に改正された最新のものを学修できるようにしたほか，「身体活動・運動」につ
いては章を独立させ記述を充実し（第 4 章），また「国際保健」についても新たに章を設
けた（第 9 章）。さらに，国際的な健康危機となった新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

への対処策や，コロナ禍後の状況を見据えて，その他の感染症への対応も取り上げた。ま
たこれらの職種の国家試験出題基準に準拠するように，近年重要視されている事項を取り
上げた。加えて，新しい分子遺伝学の潮流も取り入れ，健康管理に関連する知見をコラム
で紹介している。

健康管理とその教育は実践的な学問である。国際的政策のアルマ・アタ宣言やオタワ宣
言などさえ，いまだに目標が未達成である。わが国においても 2000 年に始まった「健康
日本 21」は，健康寿命の延伸など一定の成果を挙げたが，目標値に到達できない項目が
多く，2024 年度からはそれらへの評価を踏まえた対応を含めた第 3 次対策が始められよ
うとしている。これらの目標達成においては，さらなる保健医療分野の専門職およびスポー
ツ・身体活動向上を図る指導者の教育に基づく実践が重要となる。編集者ならびに著者を
代表して，本書がそれらの専門職および指導者を目指す学生諸君の学びに役立つことを
願っている。

2024 年 4 月

監修者　香 川 靖 雄
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■1．健康の定義��

1 . 1 　WHO の定義

（1）主観的健康感
健康の自覚，すなわち主観的健康感の具体的例は「あなたは健康ですか？」の答えであ

る。この問いに約 9 割のアメリカ人は「私は健康（I am fine）」と答えるが，日本人は約
3 割しか「健康です」と答えない（図 1 - 1 ）。しかし，2021 年の平均寿命はアメリカ人男
性が 73.2 歳，女性が 79.1 歳なのに対して，日本人は男性が 81.5 歳，女性が 87.6 歳と世界
1 位であり，各国の主観的健康感の割合とは大きく異なる。また，個人の健康感の根拠と
なる数値はあいまいで，気分には変動も大きい。SNS の普及等によって，様々な健康情
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図 1 - 1　健康と感じている人の割合
出典）Percentage of adults reporting to be in good health 2011（or nearest year）, OECD Health at a glance 2013.
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報が伝えられるが，群盲が象を撫でてその部分で象を推定するように，断片的知識に基づ
く健康感では，心身全体の健康を判断することはできない。本書では健康について，全体
を見据えた体系的な知識を獲得することを目標とする。

主観的健康感は，客観的な健康とは異なるので，全人類に適用できる健康の定義および
考え方が必要になる。そのため，健康の定義として広く引用されるのが，「世界保健機関

（WHO：World Health Organization）の考え方」である（表 1 - 1 ） 1）。つまり，健康とは身
体的，精神的および社会的に完全に良好な状態であると定義されている。WHO は，健康
を全人的な側面からとらえ，人々が最大限の健康と幸福を追求できるよう支援することを
目指している。身体的健康とは，身体的な病気がない，障害がない状態，精神的健康とは，
精神疾患（心の病）がない，うつや悩みがない状態といえば具体的に理解できる。しかし，
社会的健康はわかりにくい。この社会的健康（社会的によい状態）を特記したことが WHO
の全人的な健康の定義の中で高く評価されている。表 1 - 1 の下にあるように WHO の健
康の定義の特徴は，①社会的健康，②積極的健康，③基本的権利としての健康の 3 つの
項目であるので，これらについて以下に解説する。

（2）社会的健康
社会的健康（social health）は，個人が社会的な連携をもち，他の人々との関係を築き，

社会的な支援を得ることによって促進される健康の側面を指す。個人の役割は「社会的役
割を果たせること」であり，社会で期待される役割を果たすことが重要である。社会的健
康の重要性は，個人の心理的な健康や生活の満足度，生理的な健康指標，病気の予防や回
復力に影響を与えることが研究によって示されている。孤立や孤独感，社会的排除，人間
関係の問題などの課題がある場合には，社会的健康が損なわれる可能性がある。個人や地
域社会の社会的健康を促進するためには，相互協力（互助）の包括的な社会的環境が重要
であり，社会的連携を強化し，地域社会の参加を促進する試み，健康に対する社会的な支
援体制の整備が含まれる。社会的健康は，個人の健康と幸福の視点から考えることが重要
であり，社会的連携と支援が鍵となる。

表 1 - 1　世界保健機関（WHO）の健康の定義

　健康とは，病気ではないとか，弱っていないということではなく，肉体的にも，精神的にも
そして社会的にも，すべてが満たされた状態にあることをいいます。
　人種，宗教，政治信条や経済的・社会的条件によって差別されることなく，最高水準の健康
に恵まれることは，あらゆる人々にとっての基本的人権のひとつです。

特徴①：社会的健康の規定（社会的に良好な状態）
　　　⇒（その人なりに）社会的役割が果たしうること
特徴②：積極的健康の規定（単に病気や虚弱でないということではない）
　　　⇒病気や虚弱でない状態を消極的健康だとすればその上である
特徴③：基本的権利としての健康の規定（基本的権利のうちのひとつである）
出典）世界保健機関憲章 （Constitution of WHO） 前文，1946.



1．健康の定義��  3

（3）積極的健康
積極的健康（positive health）は，健康を単に病気や障害がないという状態だけでなく，

個人の健康と幸福の総合的な視点からとらえる健康の側面をさ指す。この概念は WHO に
よって提唱され，伝統的な疾患中心のモデルに代わり，人々が健康と幸福を促進するため
の行動を重視する。積極的健康を実現するためには，病気の治療だけでなく，身体機能

（bodily function）の充実，精神的健康（mental health），生きがい（meaningfulness），生活の
質（quality of life），社会参加（participation）などの要素を考慮する必要がある。個人が自
己の健康に積極的に関与し，心理的健康の向上，ストレス管理，適切な栄養・運動，ライ
フスタイルの改善などを重視する。

（4）権利としての健康
権利としての健康（right to health）は，国際人権法において認められている基本的な人

権の視点からとらえる健康の側面を指す。WHO では，健康とは「何人もが有する基本的
権利のうちのひとつである」と定義している。健康は人間の尊厳と幸福にとって重要な要
素であり，個人が最大限の身体的，精神的，および社会的な健康を享受する権利をもつと
されている。人種，宗教，政治信条や経済的・社会的条件によって差別されることなく，
最高水準の健康に恵まれることは，あらゆる人々にとっての基本的人権の要素である。こ
の権利は，WHO を含む国際的な人権文書において明確に規定されている。例として，
1948 年に採択された「世界人権宣言」の第 25 条は，健康を含む社会的な権利を保護する
ものとして重要である。また，1966 年の「国際人権規約」の第 12 条も，健康に関する権
利を保障している。権利としての健康は，以下のような要素を含んでいる。
①　医療へのアクセス：すべての人が適切かつ必要な医療サービスにアクセスできる権利

をもつ。これには，予防措置，治療，医薬品，予防接種，性教育などが含まれる。
②　医療の質と安全性：医療サービスは適切な品質と安全性をもつ必要がある。適切な診

断，治療，薬剤の提供，感染予防，患者のプライバシー保護などが重要な要素となる。
健康は権利であるとともに，自己の健康を守る義務がある。医者に医療を求めることは

権利であるが，同時にセルフケアや医者の指示を守ることは義務である。現代は生活習慣
病が増えており，健康を守る義務が重要である。医学の進歩も患者の義務がなければ効果
を発揮できない。したがって，健康は「権利でかつ義務である」といえる。さらに進んで

「養生訓」を著した貝原益軒は，健康の保持・増進は倫理であるとしている。

1 . 2 　日本における健康の定義

（1）日本国憲法
日本国憲法第 25 条は，「すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を

有する」，「国は，すべての生活部面について，社会福祉，社会保障及び公衆衛生の向上及
び増進に努めなければならない」と定めている。この条文は WHO の健康の定義とも合致
し，国民に十分な生活水準と健康を維持する権利を保障している。国は社会全体の福祉と
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公衆衛生を向上させるために努力する責任を負い，健康増進や社会保障制度の整備を行っ
ている。国民の健康と福祉向上に取り組む一方で，個人の権利と自己責任を尊重する社会
を実現することが重要である。

（2）健康増進法
健康増進法は，国民の健康の増進を図るための基本的な法律である。健康増進法第 2

条には，「国民は，健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め，生涯にわたって，
自らの健康状態を自覚するとともに，健康の増進に努めなければならない」と記されてい
る。健康を保持・増進するための国民の努力が求められ，「自分の健康は自分で守る」と
いう義務が強調されているこの法律は，健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推
進することを目的としている。具体的な内容としては，健康づくりの指針の策定や啓発活
動の推進，地域における健康増進のための施策の展開などが含まれる。国，地方自治体，
関連団体，企業などの連携・協力による国民の健康増進および生活習慣病予防の推進も強
調されている（第 6 章 p.107 参照）。

（3）国民健康会議
「国民健康会議」は 1984（昭和 59）年に厚生大臣（当時）の私的諮問機関として発足し「こ

れからの健康意識と社会のあり方」について提言し，「病気と共生する健康」への意識変
革を強調した。高齢者には何らかの異常があるので，「無病息災」を健康だとすると，高
齢者の多くは病人になる。そこで「一病息災」も健康だと考えようと提案した。例えば，
糖尿病と診断されてもそれで病死することはない。糖尿病で怖いのは合併症であり，疾病
管理を正しく行えば，合併症は予防できる。要するに，病気と共生する健康という考え方
ができる。

国民健康会議の健康に対する考え方は，次のような特徴をもつ。まず，健康を総合的な
観点からとらえており，身体的・精神的な健康の状態や社会的な側面も重視している。予
防医学の重要性を強調し，病気や障害を未然に防ぐための取り組みや早期発見・早期治療
のための健康診断を推進している。健康づくりの普及と啓発も行い，個人の自己管理や生
活習慣の改善，適切な栄養摂取，運動の重要性を啓発している。さらに，地域との連携を
重視し，地方自治体や医療機関，保健所などと協力して地域の健康増進に取り組んでいる。

（4）その他の法規と健康予防管理専門士
そのほか，学校教育においては学校教育法が体力づくりや栄養に関する指導などを，ま

た，学校保健安全法が健康相談，健康診断，感染症対策，学校安全などといった学校にお
ける健康管理について定めている。第 4 期教育振興基本計画（2023）では「ウェルビーイ
ングの向上」を図るとし，「健やかな体の育成，スポーツを通じた豊かな心身の育成」な
どを目標として掲げている。企業従業員などに対しては，労働安全衛生法により健康診断
の実施やメンタルヘルスの確保，職場環境の改善などが規定されている。
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また，健康の保持と増進を進める具体的な方法など，健康予防管理・指導の専門知識・
技術を身につけ，企業や自治体等と協力して，地域住民の健康維持・増進に向けた指導を
行う認定資格として，健康予防管理専門士という資格も創設されている。

■2．健康の成立�条件

2 . 1 　主体，病因，環境の 3 条件

（1）3 条件のバランスのよい状態
健康の成立に関して，一般的には以下の 3 つの要素が考えられる（図 1 - 2 ）。

①　主体（individual）：個人の性，年齢，人種，遺伝，免疫や性格，生活習慣，行動など
が健康に影響を与える。従来は素質と呼ばれた実体は，各個人の遺伝子多型に基づくこ
とが解明されている。さらに持病の有無，身体的な能力や免疫機能などが主体としての
要素である。

②　病因（causation）：細菌やウイルスの感染のほか，慢性疾患，遺伝的な疾患，生活習
慣病など，様々な病因がある。

③　環境（environment）：主体を取り巻く生活環境や社会的な要素も健康に大きな影響を
与える。物理的，化学的，社会的，経済的，生物的な環境に加え，教育や，社会的なサ
ポートなどが挙げられる。これらの要素は個人の健康に影響を与えるだけでなく，集団
や社会全体の健康にも関与する。
以上の 3 条件のバランスを保つこと（平衡）が健康を保持・増進することになる。

（2）3 条件のバランスの崩れ
3 条件のバランスが崩れたときに病気となる。しかも，そのバランスの崩れ方には，以

下の場合が考えられる。

病因条件

主体を取り巻く環境に関する条件

主体（人間）条件

物理的環境 化学的環境 社会的環境 経済的環境 生物的環境

温度や紫外線 農薬や排気
ガスなど

文化や宗教
など 所得や職業 病原微生物や

媒介動物など

ウイルス，細菌などの
病原体の特性など

性，年齢，人種，遺伝，
体格，性格，免疫ないし

抵抗力など

図 1 - 2　健康成立の 3 条件のバランス


